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令和２年第２回上天草市議会定例会会議録 

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 場 

１．議事日程（第９日目） 

日程第 １ 承認第 ８号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和 

２年度上天草市一般会計補正予算（第６号）】 

日程第 ２ 承認第 ９号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和 

２年度上天草市一般会計補正予算（第７号）】 

日程第 ３ 承認第１０号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和 

２年度上天草市一般会計補正予算（第８号）】 

日程第 ４ 議案第５５号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第５６号 上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ６ 議案第５７号 上天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第５８号 上天草市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第５９号 令和２年度上天草市一般会計補正予算（第９号） 

日程第 ９ 議案第６０号 令和２年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第２号） 

日程第１０ 議案第６１号 令和２年度上天草市診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第６２号 令和２年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６３号 令和２年度上天草市斎場特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６４号  令和２年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第６５号 令和２年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１５ 議案第６６号  令和２年度上天草市電気事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第６７号 令和２年度上天草市水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１７ 議案第６８号 令和２年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第６９号 令和２年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算（第２

号） 
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日程第１９ 議案第７０号 あらたに生じた土地の確認について 

日程第２０ 議案第７１号 字の区域の変更について 

日程第２１ 議案第７２号 工事請負契約の締結について 

日程第２２ 議案第７３号 和解について 

日程第２３ 議案第７４号 工事請負契約の締結について 

日程第２４ 認定第 １号 令和元年度（平成３１年度）上天草市歳入歳出決算の認定につ

いて   

日程第２５ 認定第 ２号 令和元年度（平成３１年度）上天草市水道事業会計決算の認定

について 

日程第２６ 認定第 ３号 令和元年度（平成３１年度）上天草市下水道事業会計決算の認

定について 

日程第２７ 認定第 ４号 令和元年度（平成３１年度）上天草市立上天草総合病院事業会

計決算の認定について 

   日程第２８ 報告第 ７号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい

て】 

     日程第２９ 報告第 ８号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい

て】 

                                             

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１６名） 

   議長 園田 一博 

   １番 木下 文宣    ２番 何川  誠    ３番 嶋元 秀司 

   ４番 田中 辰夫    ５番 何川 雅彦    ６番 宮下 昌子     

７番 髙橋  健    ８番 小西 涼司        ９番 新宅 靖司 

 １０番 田中 万里   １１番 北垣  潮   １２番 島田 光久 

  １３番 津留 和子   １４番 桑原 千知      １５番 西本 輝幸 

                                             

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

      な  し 

                                             

４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

市 長  堀江 隆臣   副 市 長  村田 一安 

教 育 長  高倉 利孝   総 務 部 長  宇藤 竜一 

企 画 政 策 部 長  花房  博   市 民 生 活 部 長  水野 博之 

建 設 部 長  小西 裕彰   経 済 振 興 部 長  井手口隆光 
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健 康 福 祉 部 長  坂田 結二   教 育 部 長  山下  正 

上天草総合病院事務部長  森  千壽   水 道 局 長  山本 一洋 

 

                                             

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  海﨑 竜也   局 長 補 佐  山川 康興 

 主 幹  倉橋 大樹    

                                             

開議  午前１０時００分 

 

○議長（園田 一博君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、これから、本日の会議を開きます。本日、議会運営

委員会が開催されておりますので、その報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（島田 光久君） おはようございます。 

 本日、９月４日、議会運営委員会を開催し、追加議案等３件の取り扱いについて審査しました

ので、その結果について御報告申し上げます。 

 追加議案等は、議案第７４号、工事請負契約の締結についてと専決処分の報告についての報告

案件２件です。議案第７４号は、慎重に審査しました結果、本日の本会議に上程後、委員会付託

を省略し、質疑、討論を経て採決することに決定いたしました。次に、報告案件は、本日の日程

に追加し、執行部からの報告となります。なお、追加議案に対する質疑は、通告を不要とするこ

とに決定しましたので、併せて報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（園田 一博君） お諮りいたします。ただいまの委員長報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長の報告のとおり

決定しました。 

○議長（園田 一博君） 本日の日程は、議案質疑及び委員会付託です。質疑の仕方については、

議会運営の申し合わせのとおりとし、自己の意見など、一般質問にならないよう御注意を願い

ます。 

 

                                             

    日程第 １ 承認第 ８号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和２ 

年度上天草市一般会計補正予算（第６号）】 
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○議長（園田 一博君） 日程第１、承認第８号、専決処分の報告及びその承認を求めることに

ついて、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ６番、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） それでは、この専決処分の分ですけれども、当初予算分でも、当初予

算で約650万ほど予算を組んでおられます。これは、例年実施されてることなんですけれども、

この事業はもう既に実施されているのかということと、もし、済んでいるのであれば、いつ実

施されて、どこに委託されたのかを、まず、お聞きします。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 当初予算の648万7,000円については、熊本県の海岸漂着物等地域対策推進事業補助金を活用し

まして、上天草市の海域に流出及び漂着した流木、プラスチックごみなどの収集運搬及び処分を

実施しているところです。実施状況については、要望があった箇所から随時対応を行っておりま

す。なお、大雨や台風時の漂着ごみだけに対応するものではなく、年間を通じて行うものである

ため、今後も要望があった箇所について引き続き対応を行ってまいります。この当初予算に係る

海岸漂着物等の回収及び分別などを実施する収集運搬業務の委託先については、上天草市シルバ

ー人材センター、処分及び処分に係る運搬業務については、八光海運株式会社と委託契約を締結

し、それぞれ単価契約ということで行っております。契約については、７月に実施を行っている

ところです。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今回の事業費は、人吉球磨の水害による流木ですけれども、これは専

決ですので、もうこの部分は実施、農水の分と合わせてということだったんですけど、もうこ

の分は既に実施されているんですかね。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） はい。今回の専決処分に係る港湾海岸漂着物等の収集運搬業

務の委託先については、緊急の対応が必要であることから、災害協定に基づき、上天草市建設

業界を基とした建設業者のほうと、あとほかにですね、龍ヶ岳地域の海岸の回収の一部を地元

漁協と契約を締結しております。また、処分業務については、八光海運株式会社と締結を行っ

て業務のほうを行っているところです。実施中です。工期については、９月いっぱいとしてお

ります。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） それでは、今実施中という、９月いっぱいにということですけれども、

私が水害があった後、ずっといろいろ移動する中で、一度、例えば、姫戸の海岸沿いなんかは、

一度建設業者の方とか、船が出てきれいにされたんですけれども、その後、また今相当流れつ



- 5 - 

いたり、流れてるんですよね。だから、後で農水のほうにも聞きたいと思うんですけども、そ

の分も含めて、今、実施中ということですけど、今流れついている分も撤去されるということ

でいいんですか。この費用で。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） 実際、私どものほうで契約を行っているのは、その７月４日

を中心とした県南豪雨によるところの流木あたりの漂着物というところで、それを基に計算を

行っておりますので、現在もうある程度業務としては完了に近い状態ということで捉えていた

だきたいと思います。 

○６番（宮下 昌子君） 農水のほうに聞きますのでいいです。いいです。 

○議長（園田 一博君） 続けて。 

○６番（宮下 昌子君） もう、あとはいいです。続けていいっていうことですね。すいません。

農水の分を続けていいということでいいんですね。 

 そしたら、同じような事業で農水のほうで担当されてますので、この分ですけど、これも、今

言われたように、実施中ということだと思いますけれども、例えば、今ここ何日かで会った漁師

さんが、例えば、漂着してる分じゃなくて、もうかなり海面に漂っている流木がたくさんあるん

ですよね。海の中に突き刺さってる流木とかもたくさんあるそうです。それで、船の航行に支障

を来すということで言っておられましたけど、今現在そういうふうになってる状態の分まで、こ

の予算の範囲内できちんとできるのかどうかていうのをお聞きします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） ちょっと御質問の内容と若干違いますけれども、お答えい

たしたいと思います。漂流物につきましては、熊本県のほうに連絡を入れまして、船を出して

いただくようにというところでお願いしているところでございます。海岸線についた漂着物に

つきましては、熊本県、あるいは、市のほうで対応することというふうにしているところでご

ざいます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） この漂着物ということになってますので、漂着したのを撤去するのが

市の仕事で、漂ってるのは、とか海に突き刺さってるのは県ということですか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 本来、役割分担としてですね、今おっしゃいましたように、

海岸線、市が管理するものと、港もそうですけども、県が管理するものというふうに分かれて

おります。海に流れている漂流物につきましては、本来、国が処分するような形になっており

ますので、今、「海煌」「海輝」という船が持っておられますけど、そちらのほうで対応して

いただけないかというところで連絡をしているところです。海岸線のとか港湾の中については、

それぞれの管理している所管、市、県で対応することとしているところでございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 
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○６番（宮下 昌子君） 先ほど言いましたように、漁師さんたちも本当に困っておられます。

何か詳しいことはわかりませんけど、船のスクリューを痛めたりするということで、漁に出ら

れなかったりするようですので、また、今台風も大きな台風が来ておりますので、ぜひ早目に、

この台風の後になると思うんですけども、漁師さんたちが早く仕事ができるように、早目の対

処をお願いしたいと思います。終わります。 

○議長（園田 一博君） いいですか。以上で、通告による質疑を終わりました。ほかに質疑あ

りませんか。 

 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 私は通告はしてなかですけど、今日、大矢野に来るときにですね。

阿村の樋合港の沖合とか、２号橋から見た海岸とかにもずっと長く漂流しとるとですよね。木

の残骸で。この間、９月、台風９号のときは、うちの海水浴場にいっぱい流れてきとったけん

取ってもらったんですけど、他のところはとってもらわなくて、樋合は、堤防を越えて港の中

にいっぱい入ってきている状態で、まだ大きいのがいっぱいあるとですよ。そのまましとけば

堤防にも被害が及ぶと思います。ぜひとも、早く台風が来る前に処理してほしいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 台風９号以降にもですね、御連絡を何度も受けているとこ

ろでございます。今回の台風１０号のほうがまだひどいていうような情報もございますので、

そこら辺は状況を見ながらちょっと対応していきたいなと思っております。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） いや、状況を見ながらて、もう状況は見えとるけんですね、早急に

やってほしかと思います。下のところの神代のあそこの港にもいっぱいですよ。よろしくお願

いします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） はい、作業ができるところにつきましては、一応御連絡を

しているところではございますけれども、そうでないところもまだあるかもしれませんので、

担当部署のほうに、担当課のほうにちょっと確認をいたしまして、できるだけ対応できるよう

にというように考えたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 台風前にお願いします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 今日、この議会が終わってからの報告ということに、確認

にしかなりませんので、早急にできるかどうかわかりませんけども、できるだけそのお気持ち

に応えたいというふうに思っております。 

○議長（園田 一博君） ほかにございませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（園田 一博君） これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 討論なしと認めます。 

○議長（園田 一博君） これから、承認第８号を採決いたします。本案は原案のとおり承認す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、承認第８号は、承認することに

決定いたしました。 

 

                                             

   日程第 ２ 承認第 ９号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和２ 

年度上天草市一般会計補正予算（第７号）】 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２、承認第９号、専決処分の報告及びその承認を求めることに

ついて、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。本案について

質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認めます。これから、討論を行います。討論はありません

か。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 討論なしと認めます。これから、承認第９号を採決いたします。本案

は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、承認第９号は承認することに決

定しました。 

 

                                             

   日程第 ３ 承認第１０号 専決処分の報告及びその承認を求めることについて【令和２ 

年度上天草市一般会計補正予算（第８号）】 

 

○議長（園田 一博君） 日程第３、承認第１０号、専決処分の報告及びその承認を求めること

について、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。本案につい

て質疑ありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（園田 一博君） これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 討論なしと認めます。 

○議長（園田 一博君） これから、承認第１０号を採決いたします。本案は、原案のとおり承

認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、承認第１０号は、承認すること

に決定いたしました。 

 

                                             

日程第 ４ 議案第５５号 上天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第４、議案第５５号、上天草市税条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は総務常任委員会に付託いたします。 

                                             

日程第 ５ 議案第５６号 上天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第５、議案第５６号、上天草市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は総務常任委員会に付託いたします。 

 

                                             

日程第 ６ 議案第５７号 上天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

○議長（園田 一博君） 日程第６、議案第５７号、上天草市特定教育保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。本案について、質疑はありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。 

                                             

日程第 ７ 議案第５８号 上天草市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第７、議案第５８号、上天草市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。本案に

ついて、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は文教厚生常任委員会に付託いたします。 

 

                                             

 

日程第 ８ 議案第５９号 令和２年度上天草市一般会計補正予算（第９号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第８、議案第５９号、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第

９号）を議題といたします。 

 まず、総務常任委員会所管の質疑を行います。本案について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、総務常任委員会所管の質疑を終わります。 

○議長（園田 一博君） 次に、経済建設常任委員会所管の質疑を行います。通告があっており

ますので、発言を許します。 

 ６番、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） １９ページですけれども、多面的機能支払い交付金返還金120万につい

てですが、概要説明を読んでみますと、県に申請したけども誤っていたので、その分がその分

だということなんですけども、去年ですね、昨年度分ですけど、２１組織を一つの組織に集約

して広域化するていうのを、その一つ分をしないといけないのに、誤って多くされたというこ

とで返還することになったわけですけども、なぜこういうミスが発生したのかということです

けれども、その原因についてお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 原因についてということですけれども、それにつきまして

は、宮下議員がお話をされたように、広域化体制強化加算金の交付対象者を、本年ならば、広

域後の組織数としてすべきところですけれども、それを広域化前の組織数として誤って申請を

したというところでございます。 
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○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） なぜ、こういうミスが発生したのかていうことの答えにはなってない

と思うんですけど、普通大きいのをまとめて一つにするので、誰も間違う要素はないと思うん

ですけど、それを元の大きい数字のまんま申請したということでしょ。こっちの担当課のほう

も、それでミスして申請して、県も県だと思うんですけど、気づかなかったというのは。で、

そのなぜこういうミスが発生したのかていう原因を、ちょっと私はお聞きしたんですけど、そ

れは、今の部長の答えは読めばわかることなので、答えになってないと思うんですけど、単な

るその職員の事務的な、何て言うかな、ミスなのか。大体普通二重チェックというか、もう職

員がしたら上の人がチェックしていくので、こういうミスはあり得ないと思うんですけど、な

ぜ、とにかく前にもありましたが、職員のミスが多いように思うので、なぜこういうミスが起

きたのかを、ちょっと説明してください。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） すいません。正直言いまして、チェック機能が果たされて

なかったというのは１点あるかと思います。それと、これがわかったときにですね、県のほう

には一応御相談申し上げて、その後の対応をどうしようかというところでは動いていたところ

ではございます。宮下議員が、後でちょっとお聞きになっておりますけれども、なぜ今になっ

たのかというところですが、これにつきましては、この交付金については、交付決定額の全額

を概算払いという形で、まずもらっております。その関係もありまして、県と協議したうえで

すね、この返還をする時期を、交付金の交付確定時期となる令和２年度の１１月中旬に事務を

行うということで調整をして、今回、補正予算という形で計上させていただいたというところ

でございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 令和２年度の１１月、今年度ですよね。だけん、これが発生したのは

去年ですよね。それが、その確定時期にということで、今年度に今になったということだと思

うんですけども、先ほど、なぜこういうミスが発生する、したのかていうことについては、チ

ェック機能が果たせてなかったということで言われましたけど、じゃあ、チェック機能が果た

せてませんでした。ごめんなさいでいいもんなんでしょうか。とにかくですね、前にも総務の

ほうでいろいろありましたが、ここのこういう職員のミスていうのは、本来はあり得ないこと

だと私は思うんですね。それで、この辺はきちっとその上司の方がちゃんとチェックしていく

ていうのは肝に銘じて、きちんとやっていただかないと、またこういう同じようなことが起き

ると。全部一緒ですけど、思うんですね。それで、こういうミスが発生しました。ごめんなさ

いでは、いかんと思います。きちっとその辺はしていただきたいというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 今お話の点につきましては、大変申しわけなく思っており

ます。今後、気を引き締めて取り組みたいと思っております。すいません。よろしくお願いい
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たします。 

○議長（園田 一博君） 次に、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） それでは、次に移ります。 

 同じく１９ページの大道瀬子浦地区海岸土砂敷きならし整備工事1,780万円についてですけれ

ども、これは、今年の３月議会で一般質問で出ました。それで、そのときの市長の答弁では、

「これは撤去することになると思う。竹島に持っていくのが１番いいのではないかというふうに

思っている」というふうに答弁されたので、私は撤去されるものと思っていましたが、今回、敷

きならしとなったということで、この経緯を少し説明していただけますでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 敷ならしになった経緯をということでございますので、ご

説明させていただきます。本件につきましては、令和２年第１回定例会後の経過としまして、

環境省が求めた図面等が作成できたことから、５月１５日に環境省天草自然保護官と瀬子浦海

岸の現状について協議を行いました。その結果、陸域部の影響を受けた箇所については、改善

して結果を報告すること。また、海域部についての意見は特段申し上げる立場にないという見

解が示され、あわせまして、現状改善を求めている地元住民グループ、これは瀬子浦の自然を

守る会ですけれども、グループ及び漁協、地元地区と協議をし、調整を図った上で対応するよ

うに、御意見をいただいたところでございます。その見解を踏まえまして、５月２２日、大道

漁協に今後の海域の管理及び整備方針の考えなどを確認し、漁協より、今後はアサリの漁場と

して管理する方針であること。また、当初に計画していた高さで土砂の敷きならしを行ってほ

しいと、改めて要望を受けたところでございます。それで、７月２１日に地元の考えをお聞き

したいということで、地元区長、これは守る会の会長を兼ねておられます。をはじめ、地区評

議員、大道漁協理事、現状改善の要望書を提出された瀬子浦の自然を守る会の関係者を対象に

説明会を開催いたしました。この中では、さまざまな御意見があったものの、最終的に、漁協

を信用して市に敷きならし行ってもらいたいとの地域の同意を得たことから、今回の予算計上

となったところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今、部長が言われたように、当初は、現状を回復してほしいていう要

望だったと思うんですけれども、今説明がありましたように、地元説明会とかされて、皆さん

了解されたということですけれども、瀬子浦を守る会でしたっけ、市民のグループの方たちと

かも、皆さんこれで納得されたということでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 会議の中では、守る会の方が３名いらっしゃいましたけれ

ども、納得はされてなかったかとは思います。しかしながら、区長さんはじめ、地域の評議委

員の皆さまの中でですね。さっき申し上げましたように、漁協を信用して、市に敷ならしをし
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てもらおうという御意見でまとまったことから、今回の予算計上に至ったというところでござ

います。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 納得されてない。そうですよね。市長が答弁で撤去すると言われたん

だから、やはりそれで漁協を信用すると言ってもですよ。漁協は、その７年か８年前に当初投

入したときにも養殖をすると言ってしとらっさんわけだからですね。そこで信用するていう言

葉が出てくるというのがちょっとびっくりですけれども、今回、去年予算は800万ぐらいでした

かね。それをやめて、今回その倍ぐらいのお金をかけて敷きならしされるわけですけども、じ

ゃあ、今後、敷ならしした後、漁協がアサリの養殖をするということですけれども、今言いま

したように、前も同じ理由でするて言ってしてないわけですけども、そのことについては、漁

協の責任も問われると思うんですけど、今後、この土砂敷ならし後に、市はどう関わっていか

れるのかをお聞きします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 先ほど御説明申し上げましたとおり、報告を受けておりま

して、市からは、漁協に対しまして、今後の事業計画を作成して提出するように、現在指示を

しているところでございます。それで、今後の水産振興の事業に当たりましては、本市の水産

振興対策事業、または、熊本県の補助事業等を活用することとなるかと思いますので、今後は、

漁協が提出されました事業計画を基に、市も助言協力を行ってまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（園田 一博君） 次に、 

○６番（宮下 昌子君） 一応、委員会のほうで、この件については、もう少し議論をしていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） じゃあ、市長からどうぞ。 

○市長（堀江 隆臣君） 宮下議員の私の発言に対して言及があったので、ちょっと私のほうか

らも発言しますが、撤去する、そして、竹島に持っていく、そういう発言をしたんですが、全

部をですね、全部を撤去するという明言をしたわけではありません。今回、環境省の指示で、

地元漁協等の要望も踏まえて、最善の方策をとるように、ここは予算の予算がどうこうという

問題じゃなくて、やっぱり双方の妥協点を見つけてやってほしいということは言っておりまし

た。今回は、ありましたように、敷きならしということになったんですが、当然転石とかです

ね、そういった部分、不要な部分については撤去をいたします。その分については、竹島に持

って行くということなっておりますので、私は、当初、発言からそんな方針が変わったという

ことではないので、そこは御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今の件については、やはり今後、本当にこの場所でアサリが養殖でき

るのかどうかということもありますので、今は質疑の時間ですので、詳しくはできませんので、
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委員会できちんとその辺は議論をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、２０ページの湯島峯公園トイレ設置委託料ですけども、これもかなり高額になってまし

て3,600万ほどです。説明の概要を見れば、大体なぜこの補正ですることになったかていうのも、

大まかにはわかりますけれども、この公園は上のほうにあるんですけれども、前に私も一回行っ

たことありますけど、結構草が茂ったりしてて、とても観光できるような場所ではなかったかな

というふうに思いましたが、公園まで行く、湯島というところは観光客が、コロナも今度ありま

したけど、ずっと観光客は増えてました。大体皆さん猫を見に行かれる方が多かったかなという

ふうに思いますけども、この公園まで行かれる観光客数の把握はされてるんでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 本市が把握しております観光統計で申し上げますと、湯島

の観光客数は島全体で把握しているとこでございまして、個別の施設への観光客数がどれだけ

かというところでは把握はしてないところでございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今回補正で計上されたのは、県の離島振興策の一環として、補助金が

交付される見込みとなったので、今回の９月補正でということなんですけれども、地元からト

イレの設置の要望が出てたということですけれども、公園のトイレをどれだけの観光客の方が

利用されるのかていうのは、かなり3,100万という、ほかのトイレだけじゃありませんけど、

3,000万というお金をかけてトイレを設置するわけですよね。かなり高額です。じゃあ、湯島の

上の公園をどれだけの観光客の方が利用されるのかていうのを把握せずに、こういう事業をさ

れるわけですか。ちょっとなんかその辺が、きちっとせっかくトイレを設置するんであれば、

たくさんの人が利用してもらわないかんわけですよ。こんだけ高いトイレをつけるわけですか

ら。その辺をどう思われるのか。観光客数を本来は最初に把握してから、じゃあ、こういうト

イレを付けましょうていうのが普通じゃないかと思うんですけど、そこの上に上がっていかれ

る観光客はどれぐらいというのを、全体として把握してないということですけど、そこはなぜ

把握はされなかったのか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 先ほど申しましたけれども、観光客の島内の観光客数につ

きましては、把握はしております。昨年の、これはまだ速報値なんですけど、１万６，７６３

人という数字が出ております。このうちの３分の１の方が峰公園を訪れたとすれば５，５００

人、年間ですね。程度になるという計算になりますけども、それその数がはっきり上に上がっ

ておられるかというと、それはちょっと確認はできません。で、峰公園行かれたという話なん

ですが、現在、さっきおっしゃいましたように、ちょっと景観も悪うございます。今回合わせ

て伐採とかも含めたところで検討しているところでございますので、より行かれる方が多くな

るのではないかという思いを持っております。それで、２番目に、議員が、他のトイレと比較

検討されたのか。 
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○６番（宮下 昌子君） 私は、上にトイレをつくるんであれば、その前に、今現在あるトイレ

がいつから使えなくなってるのかていうのは、ちょっとわかりませんけれども、今まで何年か

トイレは上にはなかったわけですよね。だから、観光客の方は下のトイレを使って行っておら

れたんだと思うんですけども。多額の費用を使って、その上にトイレをつくるていうのに、じ

ゃあ、観光客がこの公園にどれぐらい来るのか。どれぐらいの方が利用するのかていうのを把

握しないでおいて、よくこんな事業ができたもんだなと私は思うんですけど、じゃあ、この高

額となってるのが、なぜこんなに高額になってるのかていうのを見たときに、トイレ本体及び

設置が1,900万、で、輸送費が1,600万かかってるんですよ。担当課のところに聞いたら、船で

持ってきて、そっから上に行く道が軽しか通らない狭い道なので、ヘリで上までトイレを持っ

ていくから、それにお金がかかると言われたんですよね。輸送費に1,600万かけて、その観光客

が何人来るかわからんとに、そういう3,000万もかけてトイレをつくらないかんとかなていうふ

うに思うわけですよ。今、コロナで皆さん事業しておられる方たちも、明日どがんして生活し

ようかという人もたくさんおられて、今ここに、上天草市で必要なのは、コロナ対策が重要じ

ゃないかと思うんですけど、じゃあ、そういうときに、観光客もコロナでそんなには今来てま

せんからね。だから、そういう時期に、これだけいくら県が補助するからといっても、県はで

すね、たったの850万ですよ。850万に対して、市の一般財源が3,100万かかるわけですよ。これ

は、ちょっとあまりにも無謀な計画じゃないかと思うんですけど、他のトイレとの比較とかね、

いろいろされたかどうかを。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 今回のこちらの湯島の峰公園のトイレにつきましては、今回、

補正予算で計上しております市道の整備、あるいは、航路の運賃補助、こういったところ等含

めて湯島振興策の全体の政策で、これは、県の湯島振興策に講じたものでございまして、県と

本市において、湯島振興のための予算を計上しているということでございますので、先ほど議

員がおっしゃっておりました観光客、そういった側面もございますけども、湯島島民の方全体

の施設振興策というふうに捉えていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井出口 隆光君） 議員から、他のトイレとの比較は実施したのかということ

について御説明させていただきます。今回は、輸送費の、先ほどおっしゃいましたように、割

合が非常に多くなっております。この理由としましては、やはり里道であることと、峰公園ま

での島内の道路事情などがございまして、機材を運搬する方法が限られているということで、

直接ですね、対比をさせたわけでございませんけれども、一般的なトイレを運搬する場合と同

程度の費用がかかるものと、場合でも同程度の費用がかかるのではないかと見込んでおります。

と言いますのが、峰公園まで行く道路というのが、幅員が３メーターぐらいの部分がありまし

て、通常通る、運搬する車両であると、カーブを曲がり切れないというところもあるというと
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ころでございまして、それなりのやはり費用がかかるのではないかということを考えておりま

す。 

 今回のトイレは、昨年ですかね。下のほうに港につくったトイレと同じなんですけれども、完

全自己処理型というところで、電気工事等につきましても不要であるということで、設置後の維

持管理コストも軽減できるというところで、今回決めて、その形を決めて完成形で運ぶというと

ころで、運送費が多額になったというところでございます。 

○議長（園田 一博君） 次に、１０番、田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） ２４ページの馬場江樋戸線災害復旧測量設計委託業務料についてお

尋ねいたします。 

 この設計委託料は、６月に補正予算で組まれております。災害復旧ということで、５月の豪雨

災害によって災害したところを執行部が早急に測量を組んで、この議会に、今度は工事費を計上

しております。市民の安心安全な生活の確保のために、そういう取り組みをされていることは評

価いたします。ただ、その中で、６月の補正額に対して150万円近くの減額であります。測量は

どの範囲で実施されたのか。当該地は両サイドを山に挟まれて、片方は市有地となっております。

その市有地の部分も測量を行われたのか。その市有地のほうも岩肌が見えて、ちょっと危険箇所

があるのではないかと思ったので、質問いたします。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いします。 

 本事業につきましては、本年４月に、地元の区長並びに住民の方から、市道沿いの法面におい

て落石があり、危険であるため対策を行ってほしいとの要望があっております。現地を確認しま

した結果、法面の危険な状態が確認されたため、市道の全面通行止めの措置を行ったところです。

また、５月１５日から１９日にかけての豪雨におきましても落石が発生したため、６月議会によ

り、測量設計業務の予算確保を行ったところです。本測量設計業務につきましては、当初、崩壊

法面の地質調査が必要であると考えておりましたが、その後、建設コンサルタント等の現地確認

におきまして、地質調査をしなくても、対策工法の設計が可能であるとの見解を確認したところ

です。今回の減額は、とりとめた地質調査分の減額であります。測量の範囲につきましては、市

道通行の安全確保を目的として、対策検討のため必要な部分の法面の測量を行ったところです。

上新田地区から江樋戸地区へ向かって左側の法面につきましては、都市整備課所有のカントリー

パーク花海好の用地となっております。今回、市道通行の安全確保のため、市道の管理者である

建設課において、市道両側の法面について測量を行ったところです。具体的な法面の測量範囲に

つきましては、延長で約５０メートル、江樋戸地区に向かって右側については、法面の長さが、

法長が６メートル、市の公園側につきましては、法長が約１６メーターの測量を行ったところで

す。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 測量を行った結果、次に質問することになるんですけど、その測量
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を行った結果、安心安全な市道の確保ができるということで、工事に次入るというわけですけ

ど、右側の建設課が担当のほうの測量側と、左側の市の花海好公園側ていうのがですね。同じ

建設部でも、課が別々でやっぱり実証せなんていう状況だったんですかね。まとめてもう建設

課がしたというふうに把握していいですか。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） 建設課のほうで測量設計は行っております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） じゃあ、次の質問に移ってよろしいですか。次に、これも関連する

んですが、２５ページのその測量をした結果、市道馬場江樋戸線の災害防除工事が1,000万円に

ついて計上されております。先ほど申し上げたように、両側を山に囲まれております。そして、

先ほど建設部長が答弁にあったように、やっぱ雨が降った時は両側から雨がどんどんどんどん

流れてくる状態ということになっております。今回は、ちょっと私が担当課のほうに聞いたと

ころ、上新田のほうから行って右側だけを、右側のほうは全面的にやる予定だけど、左側の市

の市有地のほうは、手つかずの状態になるような説明だったんですよね。それで、通告書に書

いてあるように、この工事の施工範囲は、馬場方面から行って右側の側面の工事となっている。

本工事を実施するにあたって当該路線の安全は十分に確保できているのか。また、地元の方た

ちから、建設課のほうが何回も丁寧に説明に行って、全面通行止め等の措置をとってですね。

地元の人たちも、子供が通る通学路でもあるということで、もう早急に工事をして安心安全な

市道にやってほしいということで、全面的に協力されていると思います。その地元の方たちの

意見は徴集を行ったのか。その点についてお尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） 市道馬場江樋戸線の左側の法面は、カントリーパーク花海好公園

の敷地となっておりまして、公園側につきましては、測量した結果、のり勾配は概ね安定して

おりますが、一部の箇所につきましてオーバーハングしており、崩壊の可能性も考えられるた

め、右側の災害防除工事にオーバーハング部分のカット及び樹木の伐採を行うことで、当該路

線の安全は確保できるものと考えております。それと、地域住民からの御意見につきましては、

現地立ち合い時に御意見をお伺いしまして、対策工法の計画については、右側ですが、は報告

を行っておりますが、公園側の対応につきましては報告は行っておりませんでした。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） やはり全面通行止めをやって、住民の方たちは、非常に、ここだけ

じゃなくて、ほかの今回工事予算を計上している堤線とかですね。さまざまなところで全面通

行止めをして工事を行っております。そこを利用される人たちは、市の建設課の対応には、多

くの人が感謝をされております。これまで、合併してからこんなに早くいろいろと区長さん等

を通じて災害について言って対応してもらったのはないというぐらいですね。それについて、

全面通行止めでも、非常にこの不便な生活になるけど、それでも安心安全な道路の確保をする
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ためには協力するということで、そういう声をいただいている中でですね。今回、また工事を

するにあたって、やはり地元の方たちは、安心安全な市道の確保ていうのを望んでおられます。

その部分では、やはりしっかり地元の人たちにも説明をした上で、片方の建設課はしっかり説

明をして、方面の都市整備のほうは全く説明に来ないて、で、住民の方たちは、市役所はもう

一つと思ってるんですよ。ですね。その部分を含めて、やはり、今回こういう工事をして、ま

た全面通行できますけど御協力をお願いしますということを言えばですね、地元の方たちも大

変喜んで協力されると思います。そして、これだけの工事を行うなら、この後、今回は７月に

熊本県は大きな災害がありました。住民の方たちも、いつ自分のところの土地がそういうこと

になるか心配しておられます。絶対そういうことがないように、前もってこういう工事では、

しっかりとした対策というのを行っていただきたいと思っておりますので、ぜひですね、今後

も住民の方たちがいろいろと心配事をされると思いますが、念写に説明等はしてから、しっか

りとした工事ができるようにお願いいたしておきます。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） 今回のことにつきましては、建設部内の横の連携がとれていなか

ったことによるものであります。今後、こういうことのないように指導していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 以上で、通告による質疑は終わりました。ほかに質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、経済建設常任委員会所管の質疑を終わります。 

○議長（園田 一博君） 次に、文教厚生常任委員会所管の質疑を行います。 

 通告があっておりますので、発言を許します。 

 １０番、田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） １８ページの温泉施設整備修繕費118万についてでございます。これ

は、一つずつ質問はしなくちゃならないんですかね。１２３でまとめてするんじゃなくて、一

つずつですね。まとめていいですか。 

○議長（園田 一博君） まとめてお願いします。 

○１０番（田中 万里君） まず、１、スパ・タラソ天草において、近年多額の予算を投入して

計画的に修繕等を実施されたと思います。計画に沿ってから、予算も当初予算等でも計上して

きたと思うんですけど、今回のこの故障というのは、突発的な故障だったのか。それと、故障

に至った経緯、その経緯については、ここは指定管理者でございます。指定管理者等の職員、

あるいは、その責任者から聞き取りをし、あるいは、調査を行ったのか。仮に、管理者のミス

により故障の場合は、この責任の負担はどうなっているのかについてお尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目のスパ・タラソ天草においては、近年、多額の予算を投入して計画的に修繕等を
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実施しているけども、今回は、突発的な事故なのかていう質問に対してお答えいたします。 

 この件につきましては、スパ・タラソ天草の施設の修繕等につきましては、平成２７年に作成

された上天草市交流センタースパ・タラソ天草ストックマネジメント計画基礎計画、この結果を

もとに、計画的に実施しているところでございます。施設管理については、協定書の内容に基づ

き、定期的に点検等を指定管理者が行っております。今回、故障したポンプ等についても、臨時

休業前、営業再開前についても点検を行っておりましたが、営業再開後における点検の結果、今

回の故障が見つかったものでございます。今回、修繕を予定しているブロアーについては、スト

ックマネジメント計画には入っておりませんが、しかしながら、もう一つの欲水ポンプにつきま

しては、令和３年度に源泉ポンプ更新の一部として予定をしておりましたが、今回前倒しで修繕

を行うこととしたものでございます。 

 それと、二つ目の故障に至った経緯、その経緯について職員等からの聞き取り、あるいは、調

査を行ったのかていう質問でございますが、今回故障した設備のブロアーにつきましては、平成

２７年度及び２８年度に修繕等で対応をしてきております。しかし、経年劣化による原因で故障

したもので、業者を呼んで修繕を試みましたけれども、修繕不能と判断した。判断をして、新た

に取り替えることとしたものでございます。 

指定管理者とは、定期的に協議等を行っておりまして、施設設備の不具合等があった場合は、

その都度報告を受けております。今回の故障の経緯についても、報告を受けた際に支配人から聞

き取りを行ったところでございます。また、報告を受けた内容について、後日、関係業者からも

聞き取りを行った上で、支配人と現場を確認したところでございます。 

それと、管理者のミスによる事故の場合、責任の負担はどのようになっているかていうこと

でございますが、施設の修繕や備品等の負担につきましては、指定管理者と協定書の中でリスク

分担を定めておりまして、それに基づいて対応をしているところでございます。指定管理者の瑕

疵により施設設備や備品に故障等が発生した場合につきましては、指定管理者側において修繕を

行うこととなります。今回故障した欲水ポンプ及びブロアーについては、経年劣化による故障で

あるため、指定管理者に瑕疵がないと判断をしまして、リスク分担表50万円未満は指定管理者の

負担となるこのリスク分担表に基づきまして、市において修繕することとしたものでございます。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 言うなれば、今の説明によるとですよ。休業補償でスパ・タラソを

閉めろという前は動いていたと。で、休業で約３５日間ですかね。そのくらい３５日間閉めた

後に動かすときには、今度は壊れていたという説明だったと思います。今回のは、経年劣化に

よって故障したものであるので、リスク分担としては、市が面倒を修理をしなくちゃならない

という答弁だったと解釈しておりますが、この約１カ月近く閉めている際のですよ。スパ・タ

ラソの、その間は休業補償をこちらも出しているので、もちろん職員の人たちも、スパ・タラ

ソには出勤してると思うんですよ。その際、その機械等のメンテ等はどのように行っていたか、

おわかりでしょうか。 
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○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 協定書の中に、施設管理運営の中で、日々行う管理につきま

しては、目視において、機器関係の目視を行うということになっております。その目視によっ

て異常がないか確認は毎日やっているところだと私たちは思っております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） ３回目ですので、言うなればですよ。市のほうから閉めてください

と言うたので、それは閉めざるを得ません。しかし、指定管理者制度の中で、施設の維持管理

の委託料というのは払ってございます。なので、閉めてる間でも維持管理というのはしっかり

しなくちゃならない。言うなれば、同じような温泉施設で、例えば、１カ月間も塩水を使った

機械をメンテをしないで、そのまま止めていたとしたらですね。いろんなところに不具合が生

じるていうのを、私が調べた結果、業者さんが言っておられました。それと、経年劣化によっ

て、今回故障したと言われますけど、やっぱこれまでいろいろな部分で修繕を、市の予算を投

入してやってきている部分もあります。今後、ちょっとこの部分については、この故障の原因

をはじめ、休んでいる間の内容のどういうことをしたかは、ぜひともですね、委員会のほうで

も調査をしていただければと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。質疑を終わります。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 休館のほうは、うちのほうが１カ月半ほどするようにという

ことで、うちのほうから、スパ・タラソのほうには申し上げて休んでいただいた期間がありま

すけども、当然水はりをされて、その間は動かして点検等はされていたことと思いますし、そ

れと、今回の１カ月半ぐらいの休館の間に水抜きをされて、普段行き届いていない掃除部分を、

今回、職員も出勤させて掃除も行ったていうふうに伺っておりますので、そこら辺については、

毎日の施設管理において、目視の部分については、毎日やってあったのかというふうに私たち

は解釈しておりますので、そこら辺は御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） 以上で、通告による質疑は終了しました。ほかに質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、文教厚生常任委員会所管の質疑を終わります。本案は、予算

決算常任委員会に付託いたします。 

 ここで、１０分間休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時０３分 

                                             

再開  午前１１時１３分 

 

日程第 ９ 議案第６０号 令和２年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補 
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正予算（第２号） 

 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第９、議案第６０号、令和２年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）を議題といたします。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

                                              

日程第１０ 議案第６１号 令和２年度上天草市診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１０、議案第６１号、令和２年度上天草市診療所特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

日程第１１ 議案第６２号 令和２年度上天草市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  

 ○議長（園田 一博君） 日程第１１、議案第６２号、令和２年度上天草市介護保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

                                              

日程第１２ 議案第６３号 令和２年度上天草市斎場特別会計補正予算（第１号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１２、議案第６３号、令和２年度上天草市斎場特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

                                             

日程第１３ 議案第６４号 令和２年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計補正予 

算（第１号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１３、議案第６４号、令和２年度上天草市天草四郎ミュージア

ム特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。本案について質疑はありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

                                              

日程第１４ 議案第６５号 令和２年度上天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１４、議案第６５号、令和２年度上天草市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

                                             

日程第１５ 議案第６６号 令和２年度上天草市電気事業特別会計補正予算（第１号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１５、議案第６６号、令和２年度上天草市電気事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

日程第１６ 議案第６７号 令和２年度上天草市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１６、議案第６７号、令和２年度上天草市水道事業会計補正予

算（第３号）を議題といたします。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

  日程第１７ 議案第６８号 令和２年度上天草市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 ○議長（園田 一博君） 日程第１７、議案第６８号、令和２年度上天草市下水道事業会計補

正予算（第１号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 
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日程第１８ 議案第６９号 令和２年度上天草市立上天草総合病院事業会計補正予算 

（第２号） 

 

 ○議長（園田 一博君） 日程第１８、議案第６９号、令和２年度上天草市立上天草総合病院

事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

      日程第１９ 議案第７０号 あらたに生じた土地の確認について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第１９、議案第７０号、あらたに生じた土地の確認についてを議

題といたします。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、経済建設常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

   日程第２０ 議案第７１号 字の区域の変更について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２０、議案第７１号、字の区域の変更についてを議題といたし

ます。本案について質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、経済建設常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

   日程第２１ 議案第７２号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２１、議案第７２号、工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 討論なしと認めます。 

○議長（園田 一博君） これから、議案第７２号を採決いたします。この採決は起立によって
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行います。議案第７２号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（園田 一博君） 起立多数です。したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されま

した。 

 

                                              

    日程第２２ 議案第７３号 和解について 

    

 ○議長（園田 一博君） 日程第２２、議案第７３号、和解についてを議題といたします。本

案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

     日程第２３ 議案第７４号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２３、議案第７４号、工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 追加議案について御説明いたします。 

 追加議案として、工事請負契約の締結についての議案１件を提出しております。この議案の詳

しい内容につきましては、所管部長より説明いたしますので、議員の皆様におかれましては、御

審議をいただきまして、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 次に、執行部から、議案内容の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。あわせて説明資料１ページをお願いいたします。 

 議案第７４号、工事請負契約の締結について御説明いたします。この議案は、上小学校教室棟

改築建築工事に係る請負契約を締結するもので、契約の内容については、工事名、上小学校教室

棟改築建築工事。工事内容、建築工事一式。鉄筋コンクリート造３階建て。延べ床面積１，７９

０．７７平方メートル。消防設備工事一式。外構工事一式。工事場所、上天草市大矢野町上１，

１１９番地。工期、令和２年第４回上天草市議会定例会の議決の日の翌日から、令和４年２月１

６日まで。契約金額、5億2,778万円。契約の相手方、熊本県天草市佐伊津町５，５２２番地１１、

金子磯口特定建設工事共同企業体。代表者、金子産業株式会社、代表取締役、金子勉。契約の方

法、条件付一般競争入札ＪＶ事前審査型でございます。 
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 提案理由といたしましては、上小学校教室棟改築建築工事請負契約の締結について、上天草市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または、処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 以上で、提案理由及び議案内容の説明が終わりました。本案について

質疑はありませんか。 

 １２番、島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 何点か、確認のためお尋ねいたします。前回、議会で提出されたの

は、９９．８７ていうような数字やったんですけど、今回は、資料によると、８７．７６％と

いう落札率ということで、差額が6,200万円ほど発生するんですけど、これくらい下げても、例

えば、工事とか、仕上がりとかを含めて、影響が考えられないのか。その辺はどのように調査

をされたのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 この工事につきましては、低入札制度、低入札価格制度を適用しております。議員が御心配の

調査基準価格というのがありまして、その下に１番下限が判定基準価格というのがあります。そ

の調査基準価格よりも下回った場合は、設計書等を関係課が調査しまして、実施は可能であると

いうことを判断した場合は、判断したものですから、今回議案として提出しているものでござい

ます。しかしながら、その調査を行っておりますので、通常の工事と違いまして、後の検査体制

を強化して、日ごろから調査書を出させたりして、管理を行っていくというような形になってお

ります。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） ということは、前回、議会に提出された金額が結局相当高くて、そ

れで落札で契約ということで、議会に提出されていたと思うんですけど、ということは、当初

の計画というか、設計段階で、高く高く予算設定してあったのかなという感じがするんだけど。

それ違うんですか。その辺のあれは。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 今回、入札参加者が積算して金額を出されておりますので、前回

と価格が下がった理由については、正式なことはわかりませんが、一つ考えられるとすれば、

前回議会の否決を受けてですね、資格要件等を見直したことによって、金額が変わってきたの

かなと考えております。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） １番一般市民から見た場合にですね。これだけ落差があるていうよ

うな入札制度を上天草がしてるのかていう不安があるんですよね。不信感ていうか。だから、
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こんだけ6,200万ほど下げても、本当に仕上がりは間違いなく同じ規模の工事ができるかという

ことと、低入札調査基準価格というとをあると思うんですけど、三者、三共同体参加されて、

二共同体が低入札で下のほうですよね。私たちは素人だから、中身の率とかわからないんです

けど、普通に考えたら、下二社は失格とかいう形に普通だったらなるんじゃないですか。一般

人が見た場合にですよ。その辺もわかりやすく、いろんな人が聞いてますから、説明をお願い

したいと思います。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） この件につきましては、普通だったら、調査基準価格をするわけで

すが、今回は、その調査基準価格と判定基準価格という間で、言うならば、低入札が発生した

わけです。その間に、二社がおりまして、一つのほうは、判定基準価格を下回ったために失格

となっておりまして、その上の一社が低入札価格の部分で調査をしました結果、先ほど部長が

申しましたように、調査しました結果、工事はできるというふうに判断をいたしたもんですか

ら、契約というふうになったわけでございます。 

○議長（園田 一博君） ほかに。 

 新宅靖司君。 

○９番（新宅 靖司君） 今の島田議員と重複するところありますが、ゆっくり質問をしますの

で、答弁は明確にお願いしたいと思います。 

 まず、第一に、前回の予定価格と、今回予定価格が400万程度上がっております。それは、前

のは何年度単価、単価とかで変わったのか。単価で変わったとしたら、何年度単価で積算されて、

今回はいつ単価が変わったのか。それが一つですね。 

 次に、前回の条件と今回の条件の違いを具体的にお願いしたいと思います。それによって、今

回、条件に当てはまるのがどのくらい、特に親はですね、事業者が増えたのか。それが２点目で

すね。 

 次に、３点目ですが、低入札価格、先ほど島田議員からも質問がありましたけども、二共同企

業体となっておりますが、失格ラインは何％なのか。数字でお願いしたいと思います。 

 次に、４番目ですね。失格ラインの計算式があれば、その説明を今回の設計金額を入れたもの

をできれば紙でお願いしたいと思います。それが４番目ですね。 

 次に、低価格入札、低入札価格は二共同企業体となっておりますが、その調査はどのようにさ

れたのか。まず、そこを答弁をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） まず、予定価格が上がったことにつきましては、当初は、６月に

もし契約をしておけばですね、大体１５カ月の工期を想定しておりました。否決になりました

ことで、今年の夏休みが一番工期として、工事ができる期間がなくなりましたものですから、

来年の１回だけになりました。工事をしない冬休みが今年１回でしたが、延びたことによって

２回入ります。ということで、工期が当初１５カ月を想定していたものが１７カ月になったこ
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とにより、諸経費が上がりまして、予定価格が上がっておりまして、工事内容等には変更あっ

ておりません。 

 それと、条件の違いでしたね。条件の違いにつきましては、代表構成員につきまして、前回は

上天草市における格付等級がアＡ１等級、または、経営審査事項総合評定値が９５０点以上ある

者でした。代表構成員が熊本県内に主たる営業所を有する者でしたが、それと、あと、共同企業

体ですね、共同企業体は三社というのが、前回の内容でした。今回、共同企業体を二社または三

社として、経営審査事項総合評価評定値が８５０点以上と、構成員になれるのは、上天草市にお

ける格付等級がＡ１、または、Ａ２。代表構成員は、上天草市、天草市、もしくは、苓北町に主

たる営業所、または、契約権利を委任された営業所を有する者ということにしております。 

 それで、一応、落札可能は１２社程度を想定しておりました。構成員ですね、構成員を三社と

決めてみたものを、二社または三社でもいいていう形に。 

 低入札の失格ラインの計算式ですが、先ほど言いましたように、失格ラインを判定基準価格と

言います。それを求める場合の計算式としまして、数値等はホームページにもアップしておりま

すが、直接工事費に０．９０を掛けます。それに足すことの共通仮設費に０．８を掛ける。足す

ことの現場管理費に０．８を掛ける。足すことの一般管理費に０．３５を掛けて出てきた数字が

判定基準価格としております。 

 今ちょっと先ほど紙で提出ということでしたが、今ちょっと資料がございませんので、そこに

ついては、すいません。と、調査でしたね。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） その低入札の各調査をどのようにしたかということでございますが、

下額で入札したその価格で入札した理由ですね。それから、手持ち工事の状況、資材購入先等

との関係、経営状況等につきまして聞き取りを行っております。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 失格になったところのパーセントということですが、８３．４

９％でございました。８３．４９です。 

○議長（園田 一博君） 新宅靖司君。 

○９番（新宅 靖司君） それでは、まず、８３.４９％を出すのにあたって、調査要綱実施要綱

では、４条では、直接工事費の額に０．９７をとか、共通仮設費の額に１０分の９をとか、現

場管理費に１０分の９、一般管理費に１０分の５．５を乗じた額と、そういった計算式がうた

ってありますが、これは、そういった工種によって、そのパーセンテージていうのは変わるの

か。どういった工種によって、そういったパーセントになるのかですね。それが、まず一つで

すね。 

 それと、その次の第２項に１０分の７．５から１０分の９．２まで、失格ライン、失格ライン

ていうか、低額が９２％ですので、低価格がですね。までの範囲内で適宜の割合を乗じた額を調

査基準とすることができるとうたってあるのに、副市長は８３．４９％だからしなかったという
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ことだろうと、私は捉えたんですが、この７５％から９２％の範囲でてうたってあるのに、一つ

の低価格については調査をしなかったのは、どうしてなのかていうことですね。それが２番目で

すね。 

 それと、先ほど副市長が言われた調査項目ですけれども、これには、１０項目の調査する内容

が入っておりますが、この調査した内容を具体的にどういった調査をされたのか。落札者がどう

いった調査手法実施されるていうことを提出されたのか。この１０項目について、お答え願いた

いと思います。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 少し整理していただきたいことがありまして、まず、価格として

三つありますよね。一番上限が予定価格、で、その次が、調査基準価格、１番下限が判定基準

価格。その調査基準価格と判定基準価格に入った場合、その人たちは調査をしますということ

ですね。その下、１番下限の判定基準価格以下の人は、もう自動的に失格ということですから、

ここの調査は行わないということですね。ですから、今回、その真ん中に入った方は１社だっ

たので、１社の調査をしているということです。 

 それと、工種についての率ですけど、先ほど直接工事費に０．９７掛けるのが、さっき言った

調査基準価格ですね。そこです。私が言った下限のところは、そこが０．９０になってますので、

自動的に当然上と下の出てくる数字は違ってくるということです。 

 あと、工種によって、その基準価格が違うのかていうことでございますが、予算決算及び会計

令の法令に基づいて、工種ごと若干数字が違うということでございます。 

 それと、調査＿＿。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） じゃあ、先ほど調査項目１０項目ということで、私の方からは半分

ぐらいしか言っておりませんでしたので、不足を説明させていただきます。まず、１番目に、

その価格によって入札した理由ですね。それから、２番目が、契約対象工事カ所と関連する手

持ち工事の状況及び事業所、倉庫等との関連、地理的条件。それから、３番目としまして、手

持ち資材、手持ち機械の状況。４番目が、資材購入先及び購入先と入札者との関係。５番目が、

労務者の具体的供給見通し。６番目が、過去に施工した公共工事名。７つ目が、経営内容。８

つ目が、経営状況。取引金融機関及び保証会社への紹介。それから、９つ目が、信用状況。建

設業法違反の有無。賃金不払いの状況。下請代金の支払い遅延状況。その他。最後のほうは、

その他ということで、内容といたしましては、現場代理人の実績の確認とか、本市の積算価格

との差が多い工種の積算根拠。それから、積算根拠が見積もりの場合、相手先。それから、工

期。それから、設計変更について。落札率による変更契約額と、そういうふうな部分を調査い

たしております。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 先ほど、工種で変わると言いましたが、工種では変わらないとい



- 28 - 

うことで、すいません。間違っておりました。 

○議長（園田 一博君） 新宅靖司君。 

○９番（新宅 靖司君） 今の答弁は、もうここに要綱に書いてあることを言われただけですけ

れども、前回、９９．８７ぐらいだったですかね。で落札されたんですが、私は、そのとき反

対の立場で採決をさせていただきました。今回は、打って変わって低価格で入札されたって、

応札されたていうことですが、あまりにも、この違う業者であればですね、親は変わってます

けども、違う業者であればいいんですが、一旦、恐らく前回も設計積算をされて応札されたと

思うんですよね。で、前回は、市内の業者だけのＪＶだったと。ということは、今回、市外の

業者も入れた中で応札されたということは、市内の業者は、それだけ、例えば、資材であった

り、そういった調達能力がないのかなと判断せざるを得ないというか、こんな6千何百万も落と

してできるんであれば、前回９９．８７％は何だったんだろうていうふうなことになってしま

わせんかなと私は思うとですよね。ちょっとこの落差に私は驚いてしまいました。このあり方

も含めてですが、もう少しこの入札の状況を考えると、疑問符が残るような応札になってしま

ったような、私は感じがします。答弁は要りませんけども、やっぱりここは執行部、これは、

相手方が応札されるていうことで、いうことになるかもしれませんけども、出すのは上天草市

です。やっぱり執行部も、もうちょっとそういった何でこういったことになったのか。対応を

考えていただかないと、今後、いろんな事に響いていくのじゃないかなて私は思います。答弁

はいいですけども。これは向こうだけのあれじゃないと思うんですよね。だけん、そこら辺も

含めて、今後の入札のあり方も含めて検証する意味があるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） ほかにありませんか。 

 髙橋健君。 

○１４番（桑原 千知君） 議長、暫時休憩をお願いでけんですか。 

○７番（髙橋  健君） すいません。１点だけ確認をさせてもらいます。低入札の調査ていう

ことで、今回の落札、開札日ていうのは、先月の２８日だったですかね。間違いないですかね。

２８日ですよね。で、低入札調査をするというような形になって、１項目目から１０項目目ま

でを書類提出していただいて調査を委託するという形で、先ほど副市長のほうから答弁ござい

ました。その間が、今日４日ですよね。１０項目を資料として提出されておられるのであろう

と思いますので、その閲覧とですね。恐らくヒアリングをされた議事録というのがあると思う

んですよね。そういうのも、差し支えなければですね。閲覧をちょっとしたいなというふうに

思いますので、可能でしょうか。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） 今、髙橋議員からありましたけれども、入札価格のその調査、９月

の１日にいたしました。業者からのその調査表につきまして、内容につきましては、ペーパー

にまとめておりますので、提出するのは可能でございます。情報公開をしていただければ、そ
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れでも結構ですが。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 業者のほうから、多分分厚い資料が提出されていると思いますので、

業者のほうから、関連会社から、そういうのが提出されてるというのが確認できれば、中身ま

ではどうのこうの言いませんので、そういうのが確認できればよろしいかと思います。あと、

議事録のほうは、情報開示請求したいと思います。 

○議長（園田 一博君） 答弁要りますか。 

○７番（髙橋  健君） よかなら、今もう休憩して見ろごたっけど。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○１４番（桑原 千知君） 議長、休憩お願いします。暫時休憩をお願いできんですか。 

○副市長（村田 一安君） 情報公開制度がございますので、その情報公開制度を利用していた

だければ、できると思います。開示ができますので、よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 議決は今日ですよね。情報開示請求したら、恐らく２週間の猶予があ

るとですよね。判断材料として、どういうふうな形で、そこも一つの判断材料だと思いますけ

れども、 

○９番（新宅 靖司君） 暫時休憩しましょう。 

○議長（園田 一博君） ただいまの髙橋議員からの提案は、資料提供ということでありますの

で、議会から執行部にお願いするという形になりますので、皆さんの御協議、決をお願いした

いと思います。資料提供を求めるか、要らないか。じゃあ、求めることに対して同意される方

は挙手をお願いします。 

○１０番（田中 万里君） いやいや、ちょっと待ってください。 

○３番（嶋元 秀司君） 求めていつそれはできるとですか。すぐできるとなら。 

○１０番（田中 万里君） ちょっと議長お願いします。求めて、公開基本条例とか様々な法令

にのっとってできるんですか。それにのっとってできるんですか。ただ、議会が請求したけん、

そういうのは無視して、見せますよということが執行部にできるんですか。ちゃんと法令にの

っとった上で、しっかりとできるかどうか確認したいです。 

○議長（園田 一博君） 議会としてですね、正式に請求できますので、今、皆さんに諮ってる。

議会としてするのか。議会からはできるけど、個人的にはできません。 

○１４番（桑原 千知君） だから、今、議長が求めよるけん、ここでどがんしようかて返事す

ればよかっだもね。そがんとば横から言わんでちゃ。議長が言うたごて、よかですかて言うて

ください。 

○議長（園田 一博君） 資料提供に賛成の皆さんの挙手をお願いします。 

［賛成者挙手］ 
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○議長（園田 一博君） 賛成多数です。したがって、先ほど、副市長のほうから、何か文書に

取りまとめてあるということですので、その資料の開示をお願いしたいと思います。いいです

か。それで。いいですね。 

○議長（園田 一博君） ほかにありませんか。 

○１０番（田中 万里君） 質疑ですか。質疑を続けて質問していいんですか。 

○１４番（桑原 千知君） 暫時休憩て言うたとば決めてくれんですか。 

○１０番（田中 万里君） 先に決めてもらわんと、もし、質疑なら、続けてしたいんですけど。 

○議長（園田 一博君） 休憩いりますか。 

○６番（宮下 昌子君） 皆さんの質疑したい人がいるなら、質疑が終わった時点で暫時休憩と

いうことにされたらどうですか。 

○議長（園田 一博君） 今、田中議員は、この件についてのあれですか。 

○１０番（田中 万里君） いや、違います。 

○議長（園田 一博君） 違うとでしょ。 

○１０番（田中 万里君） 今は質疑中なので、その質疑に対して、いや、私以外にも誰かおる

んじゃないんですか。暫時休憩した後でもいいですよ。 

○議長（園田 一博君） じゃあ、１０分間休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時５５分 

                                             

再開  午後１２時２１分 

   

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑は、ほかにありませんか。 

 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 何点かお尋ねいたします。 

 まず、今、入札について質問されてるんですけど、ちょっと私は違う観点で、教育部局にちょ

っとお尋ねしたいんですけど、よろしいですか。今現状の子供たちの現状ですね。 

○議長（園田 一博君） ちょっと待って。これは入札のあれです。 

○１０番（田中 万里君） いやいや、それにつながるものでですよ。一回聞いてもらっていい

ですか。 

 今回、入札が仮に否決されたとします。その場合、多分私が調査した結果、来年度中には、も

う学校が、上小学校が建つのは無理じゃないかというように思っております。その中で、学校の

現場、教育環境というのは、今仮校舎で様々な教育を行っておりますが、どのような影響が出ま

すか。 

○議長（園田 一博君） 教育長。 
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○教育長（高倉 利孝君） 上小の子供たち２１３名は、今、１番困っております。ほかの学校

の児童に対して、比べてですね。ホール、全校集会で使いますホールを３等分して、２年、３

年、４年生が入っております。パソコン室を２等分して、５、６年生が入っています。７月６

日の学校訪問では、６年生のクラスは３９名です。４０名が定員のところに３９名入っており

ますので、教室内には入れませんでした。廊下から授業参観をいたしました。御存じのように、

プレハブ校舎はどこにも建つ余裕はありません。ですから、本館のほうを潰して、普通教室に

使っております。ですから、ほかの学校では、２５名以上のクラスは二つに分けて分散授業が

できますけども、上小の子供たちにはこれもできません。ですから、早い校舎建築を望んでい

るところです。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 今、教育長から、今の子供たちの現状、言うなれば、この子供たち

が勉強する環境が悪いからということで、当初予算において、上小の建築の上程されて、やは

り市民は一日も早い上小学校の学校が新校舎が建つのを大きな期待を抱いておられるというの

が、私の耳にも届いております。その点で、先ほどから出ておりますが、この単刀直入にお尋

ねしますけど、今回のこの入札について、前回は高いということで、様々な指摘をされた上に

否決になりました。今回ですね、もう後ろ指を指されることは何もない。そうやって執行部は

断言できますか。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） 前回、９９．８７、今回は、８７.９７ですか。１２％ぐらいの入札

率が下がっております。結局、私たちは、契約審査委員会で調査をした結果、業者からもでき

るというふうな制約、言葉を聞いておりますので、これにつきましては、必ずや執行できるも

のというふうに思っております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） では、今回の入札は、法令並びに上天草市の入札制度、様々な点を

見ても、しっかりとした入札であって、そして、この価格においても、当初の計画どおりのし

っかりと安心安全な学校ができると、私たちは、執行部から判断してよろしいでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） 今、田中議員からありましたように、業者からも聞き取りをいたし

まして、契約後の工事につきましても、この場合につきましては、特に、監督体制を強化して、

工事の進捗を見守っていきたいというふうに考えております。 

○議長（園田 一博君） ほかに。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） これで、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） 反対討論＿＿。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君、賛成討論ですか。 

○４番（田中 辰夫君） はい。 

○議長（園田 一博君） 賛成討論。それでは、まず、原案に反対の反対者の発言を許します。

誰かおられますか。 

○議長（園田 一博君） おられないようですので、原案に賛成の賛成者の田中辰夫君お願いし

ます。 

○４番（田中 辰夫君） 市長提案に賛成の立場で討論させていただきます。 

 前回は、私も反対をいたしました。これは、一般競争の競争原理に反する落札率と自分は判断

いたしまして、反対いたしましたが、今回、競争原理も働いておりますし、執行部が調査した結

果でも異常ない。これで立派な校舎ができるという言葉をいただきました。また、上小学校の状

況は、教育長が申されましたとおり、非常に苛酷な状況であります。子供たちに安心安全な教育

を受けさせるためにも、早期の着工、竣工を願うものであります。 

 どうか、皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 次に、原案に賛成の方、討論ありますか。 

 小西涼司君。 

○８番（小西 涼司君） 私は、原案に賛成の立場で討論をいたします。 

 前回、談合情報並びに落札率があまりにも高いということで否決をされました。その後、再度

入札が行われ、前回よりも多くの利用者が参加できる。門戸を広げて公募を行った上、ＪＶを組

んで事前審査型ということで、その審査を行い、このＪＶだったら間違いないということで、入

札に参加できる資格を得て入札をされております。今回、落札率が８７％台ということで、１

２％ほど下がっておりますけれども、そこは、執行部が申されますように、各工種の段階の中で

検査を確実に行っていただき、そういったことをすることによって、工事自体手を抜いたりする

ことはあり得ないと、私は思います。正直、はっきり言いまして、手抜きというのはなかなかで

きるものではありません。業者ができるというのは、材料を安く仕入れて、その材料によって工

事を行う。だから、今回、落札率が低かったとしても、業者の努力によって、材料費を少しでも

安く仕入れ、適正な竣工ができるものと私は信じております。そういった中で、先ほど、教育長

が申されましたように、子供たちも一刻も早い竣工を望んでおりますし、なるべくスムーズにで

すね、今後、契約に至って、１日でも早い着工ができるように望んで、私の賛成討論を終わりま

す。 

○議長（園田 一博君） 次に、原案に賛成の討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） これで、討論を終わります。 

 これから、議案第７４号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。議案第７４
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号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（園田 一博君） 起立多数です。したがって、議案第７４号は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで、お諮りいたします。１２時を大分過ぎておりますが、いかがいたしますか。継続しま

すか。休憩しますか。 

［「継続」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） それでは、継続で行いたいと思います。 

 

                                              

     日程第２４ 認定第 １号 令和元年度（平成３１年度）上天草市歳入歳出決算の認定に 

ついて 

   

  ○議長（園田 一博君） 日程第２４、認定第１号、令和元年度（平成３１年度）上天草市

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 まず、総務常任委員会所管の質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ６番、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） それでは、１０３ページ、違う。今、決算ですよね。いいですよね。

１０３ページですけれども、推進交付金を使っての事業ということで通告をしておりますが、

４つ通告しております。その中で、上天草市産業体験イベント事業委託料と食のグランプリは

同じ事業ということですので、一緒に答弁していただいて構いません。その下の分の湯島の関

係も一緒に答弁していただいて構いませんが、推進交付金で３年目だったと思いますが、この

交付金を使って行った事業で、じゃあ、これをやって、今後にどう生かしていくかていうこと

も検証されてると思いますので、費用対効果をどう検証されたのかていうことを、ちょっとお

聞きします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 今、御質問でございました。まず、１０３ページの上の二つ

の事業でございます。産業体験イベント、それから、食のグランプリ事業、こちら二つの事業

は、上天草市官食住サイクル事業という取り組みの中で、二つの事業を連携して実施しました。

昨年度の事業内容ですが、１１月２３日から２４日にかけて、食のグランプリ事業としてグル

メコンテストをミオ・カミーノ天草で開催し、上天草市内で飲食店を起業したいと検討してお

られる県外の五つのお店が出店されました。年が明けて、２月１日から２日にかけて、産業体

験イベントとして、本市の産業に従事している方々と福岡市を中継でつないで、仕事の魅力に

関するトークライブなどを行いました。 

 費用対効果としましては、産業体験イベントでは、トークライブなどに９１人の方が参加いた
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だき、さらに、フェイスブックでの情報発信に約４５万人の方がインプレッション、いわゆる画

面確認を行っていただくなど、本市の産業の魅力が十分に発信されました。また、イベント参加

者の中から、上天草市への移住に関心が高い５人の方を対象にモニターツアーを行いました。そ

の結果、そのうちの１組が、今年の３月に市内の物件探しを行うなど、本市内への移住の検討に

つながっております。食のグランプリ事業では、２日間で延べ１，１１９人の方々に来場してい

ただき、さらに、インスタグラムでの情報発信に６６０人の方が賛同、いわゆるいいねと反応し

ていただくなど、本市からの魅力発信を多くの方々にキャッチしていただいたところです。この

コロナ禍の中では、都市部から地方への移住に関心が高まっております。これを機会と捉え、チ

ャンスと捉えて、産業体験イベントで制作した市の産業紹介動画ですとか、食のグランプリ事業

を通じて培われた県外飲食店事業者とのつながりを活用し、県外への情報発信をより積極的に行

ってまいります。また、今後も、関係人口のさらなる創出を図り、本市への移住促進につながる

よう努めてまいります。 

 ウエディング、湯島の関係も、引き続きようございますでしょうか。 

 下１０３ページに書いてございます。湯島ウエディングプラン構築、湯島スローライフお試し

ツアー体験、この二つの事業についても同様に御説明申し上げます。 

 昨年度の事業内容ですが、湯島ウエディングプラン構築については、フォトウエディングとし

て残る、心に残る六つの撮影プランをつくり、これを掲載したリーフレットを県内のウエディン

グ事業所に配布したほか、結婚情報誌にも掲載するなどして情報発信を行いました。 

 湯島スローライフお試し体験ツアーでは、カスミソウアレンジイベントやサンセットクルージ

ングなど、地域資源を活用した七つの体験プランを構築しました。また、パリのミシュランレス

トラン「ページス」というお店のオーナーシェフである手島隆二氏を招き、手島シェフが手がけ

た料理の試食会を行い、これを参考に、湯島の食材を使った新たなメニューを三つ開発して、市

内飲食店８店舗で湯島フェアを実施しました。 

 費用対効果としては、湯島ウエディングプランでは、雑誌などへの掲載やＳＮＳでの情報発信

により、既に今年の１月に１組がフォトウエディングの撮影をされたところです。今後も湯島に

おいて、１１月に２組の写真撮影が予定されております。 

 スローライフお試し体験ツアーでは、手島シェフの試食会などを県内テレビ放送で取り上げて

いただき、多くの視聴者の方々に、湯島の魅力をＰＲできたと考えております。コロナ禍でイン

バウンドが期待できない状況ではございますけども、フォトウエディングの写真撮影のように、

ＳＮＳを活用した情報発信で国内から来ていただくことは大いに期待できます。引き続き、この

事業で得られた成果をＳＮＳなどを使って情報発信してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 以上で、通告による質疑は終わりました。ほかに質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、総務常任委員会所管の質疑を終わります。 
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○議長（園田 一博君） 次に、経済建設常任委員会所管の質疑を行います。通告があっており

ますので、発言を許します。 

 ６番、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） １７１ページですけれども、上天草マッチング機会創出業務委託料。

これも推進交付金を使って、650万ほどですけれども、これは、これまでの事業からより効果の

高い事業を行うとして計画されたものでした。どう変わったのか。事業効果をどう検証されて

いるのか、お尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） よろしくお願いいたします。 

 この業務委託は、上天草の特産品の販売機会を創出し、市内事業者とバイヤーや飲食店等との

新規取引の成立を事業効果としている事業でありまして、令和元年度の実績は６５件であったと

ころです。実施内容は、関東、福岡、天草で開催された七つの商談会に上天草市のブースを出展

し、延べ２２事業者が商談を行いました。また、東京、神戸、福岡、熊本市で４回の飲食店フェ

アを開き、フェアを開催した飲食店との取引を成立させたところでございます。さらに、東京、

大阪、熊本市におきまして、５回の物産展を開き、上天草の特産品のＰＲを展開し、事業の軸足

を認知度向上から、販路拡大、販売拡大とすることで、効果の高い事業が実施できたものと分析

しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 次に、インフルエンサー招請及びサイクルツーリズムの推進業務委託

料です。これも、これは、外国人誘客のための事業ということですけれども、これを実施した

結果と、今後にどうつながると考えておられるのか、お聞きします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） よろしくお願いいたします。 

 本事業は、本市へのインバウンド入り込みで２番目に多く、サイクリングを通して交流がある

台湾をターゲットに、サイクリストとして影響力のあるインフルエンサーを招請し、情報発信を

行うとともに、本市のサイクルツーリズムの受け入れ環境を整備したものでございます。インフ

ルエンサーは３人招請し、それぞれのフェイスブック、インスタグラム、ブログ、または、ユー

チューブ等のＳＮＳに投稿し、合計で７３万５，６３５人の閲覧につなげることができました。

また、受け入れ環境の整備においては、台湾の自転車メーカーディゾとコラボ自転車を製作し、

ミオ・カミーノのレンタサイクルとして活用しているところでございます。ＳＮＳの閲覧者に上

天草市の良さを感じてもらい、その何割かが上天草市に訪れていただくことで、今年度以降の誘

客につなげられると期待しているものでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 
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○６番（宮下 昌子君） 同じページですけど、観光ブランディング推進業務委託料860万ほど、

これは、ナナメ上だったかな。ラッピングバスの運行もされておりますけれども、観光客増と

いうことで目指してということですけれども、これも、どう検証されたのか、お願いします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 本事業では、ラッピングバス運行のほか、桜町熊本での上

天草市フェアの実施、旅行商品の開発、ＰＲツールの作成などを実施しております。直接的な

誘客というよりも、上天草市の観光ブランディングの浸透、イメージ戦略として位置づけてお

り、選ばれる観光地となるよう、これらを継続的に行っていくプロモーション事業でございま

す。桜町熊本のオープンには、１０日間で１００万人以上が訪れていることから、上天草市フ

ェアを実施したことで、相当のＰＲにつながったと感じており、ラッピングバスの運行につき

ましては、ナナメ上のバスを見たという声を多く聞いており、ブランディングイメージの定着

に効果があっているものと考えております。ブランディング浸透のイメージ効果から、実際の

旅行意欲につながると考えており、近年の観光入り込み客増加に、その効果に出ているものと

思っております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 以上で、通告による質疑は終了しました。ほかに、質疑はありません

か。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、経済建設常任委員会所管の質疑を終わります。 

○議長（園田 一博君） 次に、文教厚生常任委員会所管の質疑を行います。本案について、質

疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 以上で、文教厚生常任委員会所管の質疑を終わります。本案は、予算

決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

     日程第２５ 認定第 ２号 令和元年度（平成３１年度）上天草市水道事業会計決算の認 

定について 

          

 

○議長（園田 一博君） 日程第２５、認定第２号、令和元年度（平成３１年度）上天草市水道

事業会計決算の認定についてを議題といたします。本案について、質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は予算決算常任委員会に付託いたします。 
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    日程第２６ 認定第 ３号 令和元年度（平成３１年度）上天草市下水道事業会計決算の 

認定について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２６、認定第３号、令和元年度（平成３１年度）上天草市下水

道事業会計決算の認定についてを議題といたします。本案について、質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

    日程第２７ 認定第 ４号  令和元年度（平成３１年度）上天草市立上天草総合病院事業 

会計決算の認定について 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２７、認定第４号、令和元年度（平成３１年度）上天草市立上

天草総合病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。本案について質疑ありません

か。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認め、本案は、予算決算常任委員会に付託いたします。 

 

                                              

   日程第２８ 報告第 ７号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい 

て】 

   日程第２９ 報告第 ８号 専決処分の報告について【和解及び損害賠償額の決定につい 

て】 

 

○議長（園田 一博君） 日程第２８、報告第７号及び日程第２９、報告第８号を行います。 

 執行部から、報告内容の説明を求めます。 

 まず、報告第７号を、総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 議案書２ページをお願いいたします。あわせて説明資料６ページをお願いいたします。 

 報告第７号、専決処分の報告について御説明いたします。 

 和解及び損害賠償額の決定について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告いたします。専決第１１号、和解及び損害賠償

額の決定について。令和２年４月２６日、上天草市大矢野町中地内で発生した和解の相手方所有

の軽貨物車と市職員非常勤の消防団員運転の公用普通特殊車による交通事故に関し、令和２年８
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月２４日に専決処分を行い、当該相手方と損害賠償の額を決定し、和解したものでございます。

この事故は、大矢野町中江後地区において発生した火災現場に向かうため、市道亀の迫江後線を

緊急走行していた本市の消防団員が運転する公用普通特殊車である消防小型ポンプ付積載車が、

大矢野町南部農免農道と交差点において、亀の迫方面から江後方面に進行中、当該農道を宮津方

面から柳方面に進行してきた和解の相手方運転の軽貨物車と衝突し、互いの車両に損害を与えた

ものでございます。和解の相手方、損害賠償の額、和解事項については、議案書に記載のとおり

でございます。 

 今後、再発防止のため、職員の安全運転について指導を徹底してまいります。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（園田 一博君） 次に、報告第８号を、建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いします。 

 議案書３ページをお願いします。あわせて、説明資料９ページをお願いいたします。 

 報告第８号、専決処分の報告について御説明いたします。 

 和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により御報告いたします。専決第１２号、和解及び損害賠

償額の決定について。令和２年７月１３日、上天草市役所大矢野庁舎駐車場内で発生しました和

解の相手方所有の小型乗用車と市職員運転の公用軽貨物車による接触事故に関し、令和２年８月

２６日に専決処分を行い、当該相手と損害賠償の額を決定し、和解したものでございます。この

事故は、市職員が災害現地調査のため、公用軽貨物車にて、市役所大矢野庁舎に立ち寄った際、

当該車両を庁舎駐車場内で方向転換するため後進した折に、駐車していた和解の相手方所有の小

型乗用車に衝突し、相手方の車両に損傷を与えたものでございます。和解の相手方、損害賠償の

額、和解事項については、議案書に記載のとおりでございます。 

 今後、再発防止のため、職員の安全運転について指導を徹底してまいります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で報告は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。９月７日予定の経済建設委員会は、台風接近の予報

のため、９月１４日に延期し、８日、９日は常任委員会。次の本会議は、１０日に午前１０時か

ら一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

散会  午後１２時５２分 


